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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS B 6228-2:2012 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格（案）       JIS 
 B 6228-2：0000 
 (ISO 8636-2：2024) 

工作機械－プラノミラーの試験条件－精度試験－ 

第 2 部：ブリッジ移動形（ガントリ形） 
Machine tools-Test conditions for bridge-type milling machines- 

Testing of the accuracy-Part 2: Travelling bridge (gantry-type) machines 
 

序文 

この規格は，2024 年に第 3 版として発行された ISO 8636-2 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格にはない参考事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，JIS B 6190-1，JIS B 6190-2 及び JIS B 6190-7 に基づき，汎用目的で使用する普通精度のブ

リッジ移動形（ガントリ形）プラノミラーの幾何精度試験及び数値制御軸の位置決め精度試験について規

定する。また，この規格は，これらの試験に対応する許容値についても規定する。 

この規格は，関連する機械の構成要素の識別，及び JIS B 6310 に基づく座標軸の名称についても規定す

る。 

この規格は，移動形ブリッジ及び固定形テーブルをもつ機械に適用可能である。片持ち形の機械及び固

定形ブリッジで移動テーブルをもつ機械には適用しない。 

この規格は，機械の精度試験だけを取り扱い，通常，精度試験の前に行う機械の運転試験（振動，異常

騒音，構成運動部品のスティックスリップなど）又は機械の特性試験（主軸回転速度，送り速度など）に

は適用しない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 8636-2:2024，Machine tools－Test conditions for bridge-type milling machines－Part 2: Testing of the 

accuracy of travelling bridge (gantry-type) machines（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その
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後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

は適用しない。なお，西暦年に括弧を付けた規格は，版を指定した引用と最新版を引用する場合とがある

ことを示している。 

JIS B 6190-1（:2016） 工作機械試験方法通則－第 1 部：幾何精度試験 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO 230-1:2012，Test code for machine tools－Part 1: Geometric 

accuracy of machines operating under no-load or quasi-static conditions 

JIS B 6190-2（:2016） 工作機械試験方法通則－第 2 部：数値制御による位置決め精度試験 
注記 対応国際規格における引用規格： ISO 230-2:2014，Test code for machine tools－Part 2: 

Determination of accuracy and repeatability of positioning numerically controlled axes 

JIS B 6190-7（:2019） 工作機械試験方法通則－第 7 部：回転軸の幾何精度試験 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO 230-7:2015，Test code for machine tools－Part 7: Geometric 

accuracy of axes of rotation 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS B 6190-1，JIS B 6190-2 及び JIS B 6190-7 に

よる。 

ISO 及び IEC では，次のサイトにおいて，規格で用いる用語のデータベースを維持している。 

－ ISO Online browsing platform：https://www.iso.org/obp 

－ IEC Electropedia：https://www.electropedia.org/ 

3.1 
ブリッジ移動形（ガントリ形）プラノミラー［travelling bridge (gantry-type) milling machine］ 
固定された一つの工作物保持テーブル，そのテーブルの両側に二つのベッド案内面及びフライスヘッド

が取り付けられた移動形ブリッジ（ガントリ）を備えたフライス盤 

注釈 1 ベッドは，テーブルから独立しているものと独立していないものとがあり，固定形コラムで支

持することが可能である。［図 1 の a)及び b)参照］。 

注釈 2 ガントリは，固定形ブリッジと一体化され，コラムスライドで支持された左右二つのコラムで

構成され，ベッド案内面に沿って移動する。ガントリは，垂直面内で移動可能な又は固定され

たクロスレールをもち，そのクロスレール上には立て形の主軸を備えたフライスヘッド（一つ

以上）が取り付けられている。 

注釈 3 ガントリ形プラノミラーの中には，回転テーブルを備えたものがある［図 1 の b)参照］。 

4 ブリッジ移動形（ガントリ形）プラノミラーの分類，名称及び運動 

4.1 分類 

ブリッジ移動形（ガントリ形）プラノミラーは，構造によって次の種類に分類する。 

－ Z 軸（W 軸）に沿って移動可能なクロスレールをもつ，ブリッジ移動形（ガントリ形）プラノミラー

［図 1 の a)参照］ 

－ Z 軸に沿って固定形クロスレールをもつ，ブリッジ移動形（ガントリ形）プラノミラー［図 1 の b)参
照］ 
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機械の主な構成要素については，図 1 に示し，4.2 で説明する。 

注記 4.2 で説明する括弧内の数字は，図 1 の記号説明の番号を表している。 

4.2 機械各部の名称及び運動 

4.2.1 ベッド及びテーブル 

テーブル（1）は，ベッド（2）上の二つの案内面（5 及び 6）の間に配置される。そのテーブル及びベッ

ド案内面は，一体で構成することが可能である。又は，複数の部品を基礎にしっかり結合して，若しくは

直接お互いに結合して，構成することも可能である。 

注記 1 テーブルを，定盤に置き換えることは可能である。 

注記 2 回転テーブル（18）を，工作物取付台に組み込むことも可能である。 

 

 
 

a) W 軸に沿って運動するクロスレールをもつブリッジ移動形プラノミラー 
 
図 1－移動形及び固定形のクロスレールをもつブリッジ移動形（ガントリ形）プラノミラー（続く） 
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b) 固定形クロスレール及び固定形コラムで支持された X 軸ベッドをもつブリッジ移動形プラノミラ

ー 
記号説明 

番号 名称 対応英語（参考） 番号 名称 対応英語（参考） 
1： テーブル（又は定盤） table (or floorplate) 13： フライス主軸 tool-holding spindle 
2： ベッド bed 14： 工具（フライス工具） tool (milling cutter) 
3： ベッド案内面 bed slideways 15： 横フライスヘッド horizontal spindle head 
4： コラムスライド column slide 16： 横フライスヘッドサド

ル 
column head saddle 

5： コラム column 17： 固定形コラム fixed columns 
6： コラム案内面 column slideways 18： 回転テーブル（C'軸） rotary table (C’-axis) 
7： ブリッジ top bridge R： 横フライスヘッドの垂

直運動（R 軸） 
vertical motion of the 
side spindle head (R-
axis) 

8： クロスレール（移動形

又は固定形） 
movable or fixed cross-
rail 

V： 横フライスヘッドの水

平運動（V 軸） 
horizontal motion of the 
side spindle head (V-
axis) 

9： クロスレール案内面 cross-rail slideways W： 移動形クロスレールの

垂直運動（W 軸） 
movable cross-rail 
vertical motion (W-
axis) 

10： 立てフライスヘッド

サドル 
vertical head saddle X： X 軸 X-axis 

11： 立てフライスヘッド vertical spindle head Y： Y 軸 Y-axis 
12： クイル（ラム） quill (ram) Z： Z 軸 Z-axis 
 

図 1－移動形及び固定形のクロスレールをもつブリッジ移動形（ガントリ形）プラノミラー 
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4.2.2 コラム，ブリッジ及びクロスレール 

図 1 の a)を参照。コラム（5）は，垂直案内面をもつ剛性のある部品で，ベッド上を移動するか，又はベ

ッド上を水平に移動するコラムスライド（4）上に強固に結合された構成要素である。 

ブリッジ（7）は，コラムのほぼ上端部で二つのコラムをつなぐ固定要素である。 

クロスレール（8）は，テーブル上面に平行な水平案内面をもつ要素である。固定形クロスレールをもつ

機械の場合には，そのクロスレールは，コラムと一体で製造し，ブリッジとして使用可能である。移動形

クロスレールをもつ機械の場合には，クロスレールは，コラム案内面（6）上を垂直に移動する。 

図 1 の b)の場合，クロスレールは，W 軸に沿って移動しない。クロスレールとブリッジ（8）とは一体

で，コラムに取り付けられていないが，複数の固定コラム上に取り付けられた水平案内面上の X 軸に沿っ

て直接移動する。 

4.2.3 フライスヘッド 

一つ以上の立てフライスヘッド又は一つの横フライスヘッドは，クロスレール案内面又はコラム案内面

上に取り付ける。 

クロスレール案内面又はコラム案内面に直接接触する構成要素を，フライスヘッドサドル（10 及び 16）
と呼ぶ。 

フライスヘッド（11 及び 15）は，それぞれクロスレール案内面又はコラム案内面に沿って運動するフラ

イスヘッドサドル（10 及び 16）に取り付ける。 

立てフライスヘッドは，フライスヘッドサドル上で垂直に移動させることが可能なことから，ラムと呼

ばれる。主軸は，フライスヘッド内で垂直に移動するクイル（12）に取り付けることも可能である。フラ

イスヘッド又はラムの底部に，一体形の主軸頭又は万能主軸頭を取り付けることが可能である。 

4.2.4 移動形クロスレールの運動 

移動形クロスレールの垂直方向の運動は，送り運動（この場合，クロスレールは加工中に運動可能）又

は位置調整運動（この場合，クロスレールは位置決め時に運動可能）のいずれかとすることが可能である。 

5 機械各部及び座標軸の名称 

機械各部及びその名称は，図 1 参照。 

座標軸の名称は，図 1～図 3 参照。 
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図 2－一つのフライスヘッドをもつ機械の例 
 

  

a) クロスレール上に取り付けられた立てフライス

ヘッド及び左側コラムに取り付けられた横フラ

イスヘッド 

b) クロスレール上に取り付けられた二つの立て

フライスヘッド 

図 3－二つのフライスヘッドをもつ機械の例 

6 一般事項 

6.1 測定単位 

この規格では，全ての長さ寸法，偏差，誤差及び対応する許容値は，ミリメートル（mm）で表す。角度

寸法は，度（°）で表し，角度偏差及び対応する許容値は，主に比（例えば，0.010/1 000）で表すが，場合

によっては，マイクロラジアン（μrad）又は秒（″）を使用する。角度偏差又は許容値の単位の変換には，

式(1)を用いることが望ましい。 
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0.010/1 000＝10 μrad ≈ 2″  ······················································ (1) 

6.2 JIS B 6190-1，JIS B 6190-2 及び JIS B 6190-7 の参照 

この規格を適用するに当たって，特に試験前の機械の据付け，主軸及びそれ以外の運動部品の暖機運転，

測定方法並びに測定器の推奨精度については，必要に応じて，JIS B 6190-1，JIS B 6190-2 及び JIS B 6190-
7 によらなければならない。 

関係する試験が JIS B 6190 規格群の試験方法に準拠している場合，箇条 7～箇条 13 に記載されている測

定手順欄に，JIS 6190-1，JIS 6190-2 又は JIS B 6190-7 の参照すべき細分箇条番号を括弧を付けて記載して

ある。 

6.3 機械の水平出し 

機械の試験を行う前に，工作機械は，製造業者の指示に従って水平出しをすることが望ましい（JIS B 
6190-1:2016 の 6.1 参照）。 

6.4 温度条件 

試験中の温度条件は，受渡当事者間の協定に基づく。 

6.5 試験の順序 

この規格に示す試験の順序は，実際の試験の順序を決めるものではない。測定器の取付け及び試験を容

易にするために，試験はどのような順序で行ってもよい。 

6.6 実施する試験 

機械を試験する場合，この規格に示す全ての試験を必ずしも行う必要はなく，実行することも可能では

ない。受渡しのためにこの試験が必要な場合，使用者は，製造業者との協定に基づいて関心のある工作機

械の構成要素及び／又は特性に関連する試験事項を使用者の責任で選択する。JIS B 6190-1:2016 の附属書

A には，第一運動軸及び第二運動軸の選択及び関係する試験に関する有用な情報が記載されている。これ

らの試験事項は，機械を発注するときに明確に記載しなければならない。実施する試験事項を指定するこ

となく，この規格をただ受渡試験として参照するだけでは，いかなる受渡当事者をも拘束するとはみなさ

れない。 

6.7 測定器 

箇条 7～箇条 13 に記載する試験事項に示す測定器は，単なる例である。同じ量が測定可能で，かつ，測

定の不確かさが同等又はそれより小さい他の測定器を使用することは可能である。測定の不確かさと許容

値との関係については，JIS B 6190-1:2016 の箇条 5 による。 

測定器として“ダイヤルゲージ”と記載してある場合は，通常のてこ式ダイヤルゲージ（DTI）だけでな

く，デジタル式ダイヤルゲージ，電気マイクロメータ，リニアスケール式デジタル変位計，非接触変位計

など，関連する試験に該当するあらゆる種類の変位計を意味する場合がある。 

同様に，測定器として“直定規”と記載してある場合は，花こう岩製，セラミックス製，鋼製又は鋳鉄

製の直定規，直角定規の一辺，円筒スコヤの一つ母線，ます形ブロック上の任意の直線経路，T 溝又は他

の基準面に適合するように製作された特殊かつ専用の基準器など，あらゆる種類の真直度基準器を意味す
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る場合がある。 

また，同様に“直角定規”と記載してある場合も，花こう岩製，セラミックス製，鋼製又は鋳鉄製の直

角定規，円筒スコヤ，ます形ブロック，特殊かつ専用の基準器など，あらゆる種類の基準器を意味する場

合がある。 

“精密水準器”と記載してある場合は，気泡管式，デジタル式電子水準器，アナログ式電子水準器など，

あらゆる種類の水準器を意味する場合がある。 

測定器に関する貴重な情報は，ISO/TR 230-11 に記載されている。 

6.8 ソフトウェア補正 

幾何偏差，位置決め偏差，輪郭偏差及び熱偏差を補正するための組込みソフトウェア機能が利用可能な

場合，受渡し目的でこれらの試験を行っている間にその補正機能を使用するかどうかは，工作機械の用途

を十分に考慮した上で，受渡当事者間の協定に基づいて決めることが望ましい。ソフトウェア補正を利用

した場合は，その旨を試験報告書に記載しなければならない。また，ソフトウェア補正を利用する場合は，

試験のときに軸を固定してはならないことに留意しなければならない。 

幾何誤差の数値補正に関する貴重な情報は，ISO/TR 16907 に記載されている。 

6.9 最小許容値 

受渡当事者間の協定に基づき，箇条 7～箇条 13 に記載されている試験で与えられた長さとは異なる測定

長さに対する許容値を設定することが可能である。ただし，特に指定がない限り，許容値の最小値は 0.005 
mm であることに留意することが望ましい。 

最小許容値を設定する場合，試験及び推奨される測定器に関連する測定の不確かさを考慮しなければな

らない（6.7 参照）。 

6.10 位置決め精度試験 

数値制御による位置決め精度試験は，JIS B 6190-2 による。この規格の許容値は，幾つかのパラメータ

に対してだけ与えられている。試験結果の表示は，JIS B 6190-2 による。 

6.11 測定方法図 

簡略化のため，箇条 7～箇条 13 及び附属書 A に示す測定方法図は，1 種類の機械だけを示す。 

該当する場合，測定方法図の欄には，目的欄で識別した各試験 a)，b)及び c)について，関連する座標平

面（例えば，XY，YZ 及び ZX）の識別を含む，可能な試験のセットアップの概略図を提供する。 
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7 直進運動軸の幾何精度試験 
単位 mm 

目的 G1 
ガントリの運動（X 軸）の真直度試験 
a) 垂直 ZX 平面内で，EZX 
b) 水平 XY 平面内で，EYX 

測定方法図  
  

a) b) 
記号説明 
1：アライメント望遠鏡 3：測微顕微鏡 
2：アライメント望遠鏡のターゲット 4：鋼線 

許容値       
 測定長さ ≦5 000 ≦10 000 ≦15 000 ≦20 000  
 a)及び b)について 0.07 0.14 0.21 0.28  

a)及び b)の部分許容値は，測定長さ 1 000 の場合，0.02 である。 
測定長さが 20 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定に基づく。 

測定値    
  測定長さ： 
 a) b)  
測定器 

a) 測微顕微鏡及び鋼線を除く真直度測定用光学測定器 
b) 測微顕微鏡及び鋼線を含む真直度測定用光学測定器 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 8.2.2.1，8.2.2.2，8.2.2.3 及び 8.2.2.4 参照） 
a)について，鋼線は，たわむため，使用を推奨しない。 
アライメント望遠鏡は，光ビームがガントリの X 軸運動と平行になるようにテーブルに取り付ける。そうしない

場合は，測定時に平行度の狂いを考慮しなければならない。 
主軸の固定が可能な場合，アライメント望遠鏡のターゲットを主軸に取り付けてもよい。主軸の固定が不可能な

場合，アライメント望遠鏡のターゲットをフライスヘッドに取り付ける。 
b)について，測微顕微鏡は，主軸（固定が可能な場合）又はフライスヘッドに固定する。光学測定器を使用する

場合，長い測定長に対する測定の不確かさは，測微顕微鏡及び鋼線の測定の不確かさよりも大きくなる可能性があ

ることを考慮することが望ましい。 
a)及び b)について，測定は，移動に沿って少なくとも六つの位置で，500 以下の間隔で等間隔に行う。ガントリ

を X 軸方向に移動させ，読みを取る。 
測定は，Y 軸及び Z 軸の移動範囲の中央で行う。それ以外の場合は，測定位置を報告する。 
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単位 mm 

目的 G2 
ガントリの運動（X 軸）の角度誤差試験 
a) 垂直 ZX 面内で，EBX（ピッチ） 
b) 垂直 YZ 面内で，EAX（ロール） 
c) 水平 XY 面内で，ECX（ヨー） 

測定方法図 
  

a)及び c) b) 
記号説明 
1：測定用精密水準器（ピッチ） 4：反射鏡（ヨー及びピッチ） 
2：参照用精密水準器（ピッチ） 5：測定用精密水準器（ロール） 
3：オートコリメータ（ヨー及びピッチ） 6：参照用精密水準器（ロール） 

許容値       
 測定長さ ≦5 000 ≦10 000 ≦15 000 ≦20 000  
 a)，b)及び c)について 0.06/1 000 0.07/1 000 0.08/1 000 0.1/1 000  

a)，b)及び c)の部分許容値は，測定長さ 1 000 の場合，0.02/1 000 である。 
測定長さが 20 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定に基づく。 

測定値    
  測定長さ： 
 a) b) c) 
測定器 

a) 精密水準器又は光学測定器 
b) 精密水準器 
c) オートコリメータ又は他の光学測定器 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 8.4.2.1，8.4.2.2 及び 8.4.2.3 参照） 
測定用精密水準器又は反射鏡は，ラム上に定置する。 

－ a)について，X 軸方向，EBX（ピッチ） 
－ b)について，Y 軸方向，EAX（ロール） 
－ c)について，オートコリメータは，X 軸方向に水平に定置する，ECX（ヨー） 

X 軸運動によってフライスヘッドとテーブルとが共に角度偏差を生じる場合には，二つの角度偏差の差を測定す

る。 
a)，b)及び c)について，測定は，移動に沿って少なくとも六つの位置で，500 以下の間隔で等間隔に行う。 
a)，b)及び c)について，報告する角度誤差は，最大値と最小値との読みの差である。測定位置も報告する。 
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単位 mm 

目的 G3 
クロスレール上のフライスヘッドの水平方向運動（Y 軸）の真直度試験 
a) 水平 XY 平面内で，EXY 
b) 垂直 YZ 平面内で，EZY 

測定方法図 
 

  
a) b) 

許容値       
 測定長さ ≦2 000 ≦3 000 ≦4 000 ≦5 000  
 a)及び b)について 0.03 0.04 0.05 0.06  

a)及び b)の部分許容値は，測定長さ 800 の場合，0.015 である。 
測定長さが 5 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定に基づく。 

測定値    
  測定長さ： 
 a) b)  
測定器 
ダイヤルゲージ，直定規及びブロックゲージ，又は測定器 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 8.2.2.1，8.2.2.3，8.2.2.4 及び 8.2.2.5 参照） 
移動形クロスレールは，W 軸の移動範囲の中央で固定し，ガントリを X 軸の移動範囲の中央に移動する。 
直定規は，a)については水平に，b)については垂直にテーブル上に置き，基準面が Y 軸とほぼ平行になるように

定置する。 
主軸の固定が可能な場合，ダイヤルゲージは，主軸に取り付けてもよい。主軸の固定が不可能な場合，ダイヤル

ゲージは，ラムに取り付ける。 
フライスヘッドを測定長さだけ Y 軸方向に移動させて読みを記録する。測定長さは，通常，二つのコラム間の長

さである（クロスレールの全長ではない）。それ以外の場合は，受渡当事者間で協定する。 
測定は，移動に沿って少なくとも六つの位置で，400 以下の間隔で等間隔に行う。 
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単位 mm 

目的 G4 
立てフライスヘッドの水平方向運動（Y 軸）の角度誤差試験 
a) 垂直 YZ 面内で，EAY 
b) 垂直 ZX 面内で，EBY（ロール） 
c) 水平 XY 面内で，ECY 

測定方法図  
 
 

 a)及び c) b) 
記号説明 
1：測定用精密水準器（EAY） 4：反射鏡（ECY 及び EAY） 
2：参照用精密水準器（EAY） 5：測定用精密水準器（EBY，ロール） 
3：オートコリメータ（ECY 及び EAY） 6：参照用精密水準器（EBY，ロール） 

許容値       
 測定長さ ≦2 000 ≦3 000 ≦4 000 ≦5 000  
 a)，b)及び c)について     0.035/1 000 0.05/1 000 0.06/1 000 0.06/1 000  

a)，b)及び c)の部分許容値は，測定長さ 800 の場合，0.015/1 000 である。 
測定長さが 5 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定に基づく。 

測定値    
  測定長さ： 
 a) b) c) 
測定器 

a) 精密水準器又は光学測定器 
b) 精密水準器 
c) オートコリメータ又は他の光学測定器 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 8.4.2.1，8.4.2.2 及び 8.4.2.3 参照） 
精密水準器又は反射鏡は，運動部品上に定置する。 

－ a)について，精密水準器を Y 軸方向に定置する（EAY）。 
－ b)について，精密水準器を X 軸方向に定置する（EBY）。 
－ c)について，オートコリメータを Y 軸方向に水平に定置する（ECY）。 
測定は，移動に沿って少なくとも六つの位置で，400 以下の間隔で等間隔に行う。 
a)，b)及び c)について，報告する角度誤差は，最大値と最小値との読みの差である。 
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単位 mm 

目的 G5 
立てフライスヘッドの垂直方向運動（Z 軸）の真直度試験 
a) 垂直 ZX 面内で，EXZ 

b) 垂直 YZ 面内で，EYZ 
測定方法図 

 
  

a) b) 
 

許容値       
 測定長さ ≦1 000 ≦2 000 ≦3 000 ≦4 000  
 a)及び b)について 0.015 0.02 0.03 0.04  

a)及び b)の部分許容値は，測定長さ 600 の場合，0.01 である。 
測定長さが 4 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定に基づく。 

測定値    
  測定長さ： 
 a) b)  
測定器 
直角定規，直定規，調整ブロック及びダイヤルゲージ，光学測定器，又は測微顕微鏡及び鋼線 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 8.2.2.1 参照） 
ガントリ，移動形クロスレール及びフライスヘッドは，移動範囲の中央に置く。 
鋼線を使用する場合，鋼線は，テーブルとガントリから独立した固定部分との間に張る。 
a)について，直定規は，X 軸に平行に定置し，その上に直角定規を定置する。ダイヤルゲージは，フライスヘッ

ドに固定する。可能な場合，クロスレールはコラムに固定する。ダイヤルゲージの測定子は，X 軸方向の測定が行

えるように直角定規に当てる。Z 軸を移動させてダイヤルゲージの読みを記録する。 
測定は，移動に沿って少なくとも六つの位置で，300 以下の間隔で等間隔に行う。 
b)について，直定規は，Y 軸に平行に定置し，その上に直角定規を定置する。ダイヤルゲージの測定子は，Y 軸

方向の測定が行えるように直角定規に当てる。Z 軸を移動させてダイヤルゲージの読みを記録する。 
測定は，移動に沿って少なくとも六つの位置で，300 以下の間隔で等間隔に行う。 
注記 測定方法図の試験のセットアップは，G9，G10 及び G13 の試験にも適用可能である。直定規の使用は任意

である。 
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単位 mm 

目的 G6 
立てフライスヘッドの垂直方向運動（Z 軸）の角度誤差試験 
a) 垂直 YZ 面内で，EAZ 
b) 垂直 ZX 面内で，EBZ 

測定方法図 
 

  

a) b) 
記号説明 
1：測定用精密水準器（EAZ） 
2：参照用精密水準器（EAZ） 
3：測定用精密水準器（EBZ） 
4：参照用精密水準器（EBZ） 

許容値       
 測定長さ ≦1 000 ≦2 000 ≦3 000 ≦4 000  
 a)及び b)ついて 0.02/1 000 0.03/1 000 0.04/1 000 0.05/1 000  

a)及び b)の部分許容値は，測定長さ 600 の場合，0.015/1 000 である。 
測定長さが 4 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定に基づく。 

測定値    
  測定長さ： 
 a) b)  
測定器 
精密水準器又は光学測定器 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 参照） 
精密水準器又は反射鏡は，運動部品上に定置する。 

－ a)について，精密水準器を Y 軸方向に定置する（EAZ）。 
－ b)について，精密水準器を X 軸方向に定置する（EBZ）。 
測定は，移動に沿って少なくとも六つの位置で，300 以下の間隔で等間隔に行う。 
a)及び b)について，報告する角度誤差は，最大値と最小値との読みの差である。 

  



15 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G7 
水平 XY 平面における立てフライスヘッドの垂直方向運動（Z 軸）の角度誤差試験，ECZ（ロール） 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
記号説明 
1：直角定規 
2：専用アーム 
d：Y 軸方向の移動距離 

許容値       
 測定長さ ≦1 000 ≦2 000 ≦3 000 ≦4 000  
 角度誤差の許容値 0.02/1 000 0.03/1 000 0.04/1 000 0.05/1 000  
部分許容値は，測定長さ 600 の場合，0.015/1 000 である。 
測定長さが 4 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定に基づく。 

測定値  
測定長さ： 

測定器 
直角定規及び専用アームに取り付けたダイヤルゲージ，測微顕微鏡及び鋼線，又は掃引レーザ 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 8.4.2.4 参照） 
Z 軸の真直度偏差（EXZ）は，主軸軸線から水平方向に d/2 オフセットした専用アームに取り付けた測定器で測定

する。測定方法図の G5 a)及び G9 a)のようにセットアップした直角定規にダイヤルゲージを当てて測定する代わり

に，垂直に張った鋼線をターゲットとする測微顕微鏡を使用するか，又は光学 YZ 平面を生成する掃引レーザのタ

ーゲットを使用して測定する。読み及び関連するフライスヘッド（Z 軸）の測定位置を記録する。 
測定器を取り付けた専用アームをフライスヘッドの反対側に位置決め又は回転し，同じ基準に対して同じ読みに

なるようにするために，Y 軸を d だけ移動する。Y 軸運動で起こり得るロールを測定し，考慮しなければならない。 
掃引レーザを使用する場合，Y 軸を移動させる必要ない。 
測定器をリセットし，新しい測定をその前と同じ高さで行い，結果を記録する。 
測定は，移動に沿って少なくとも六つの位置で，300 以下の間隔で等間隔に行う。 
各測定位置について，二つの読みの差を計算し，最大値と最小値との差を移動距離 d で除して角度偏差を算出す

る。 
注記 このセットアップは，G12 の試験にも適用可能である。 

  



16 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G8 
ガントリの運動（X 軸）に対するクロスレール上のフライスヘッドの水平方向運動（Y 軸）の直角度試験，EC(0X)Y 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 

許容値 
0.04/1 000 

測定値 

測定器 
直角定規及びダイヤルゲージ，又は光学測定器 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 10.3.2.2 参照） 
ガントリを移動範囲の中央に置く。 
ダイヤルゲージをフライスヘッドに固定する。 
テーブル上に直角定規を置き，その一辺をガントリの運動（X 軸）と平行に定置する。そうしない場合は，測定

時に平行度の狂いを考慮しなければならない。 
ダイヤルゲージの測定子は，X 軸方向を測定する直角定規の長辺の使用面に当てる。Y 軸を直角定規の短辺の使

用面の一端に近づけてダイヤルゲージをゼロにする。 
Y 軸を移動させて直角定規の短辺の使用面のもう一方の端に近づけて測定し，読みを記録する。 
報告する直角度誤差 EC(0X)Y は，読みと Y 軸方向の移動距離との比である。 
大形の機械の場合，ガントリの両端の位置で測定を行うことが望ましい。 

  



17 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G9 
フライスヘッドの垂直方向運動（Z 軸）の直角度試験 
a) X 軸運動，EB(0X)Z 
b) Y 軸運動，EA(0Y)Z 

この試験は，クロスレール上の複数の立てフライスヘッドにも適用可能である。 
測定方法図 

 
  

a) b) 
記号説明 
a1，a2，b1 及び b2：測定位置 

許容値 
a)及び b)について 0.050/1 000 

測定値    
 a) b)  
測定器 

直角定規，直定規，調整ブロック及びダイヤルゲージ，又は光学測定器 
測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 10.3.2.2 参照） 
ガントリ，移動形クロスレール及びフライスヘッドは，移動範囲の中央に置く。 
a)について，調整ブロックを使用して，X 軸運動と平行になるように直定規を定置する。そうしない場合は，測

定時に平行度の狂いを考慮しなければならない。次に，その上に直角定規を定置する。ダイヤルゲージをフライス

ヘッドに固定する。可能な場合，移動形クロスレールは，コラム上で固定する。 
ダイヤルゲージの測定子を X 軸方向を測定する a1 の位置で直角定規に当て，ダイヤルゲージの読みをゼロにす

る。Z 軸を a2 の位置に移動させてダイヤルゲージの読みを記録する。報告する直角度誤差 EB(0X)Z は，a2 の読みと Z
軸方向の移動距離との比である。 

b)について，調整ブロックを使用して，Y 軸運動と平行になるように直定規を定置する。そうしない場合は，測

定時に平行度の狂いを考慮しなければならない。次に，その上に直角定規を定置する。 
ダイヤルゲージの測定子を軸方向を測定する b1 の位置で直角定規に当て，ダイヤルゲージの読みをゼロにする。

Z 軸を b2 の位置に移動させてダイヤルゲージの読みを記録する。報告する直角度誤差 EA(0Y)Z は，b2 の読みと Z 軸

方向の移動距離との比である。 
大形の機械の場合，X 軸に対する Z 軸の直角度誤差 EB(0X)Zの試験は，ガントリの両端の位置で測定を行うことが

望ましい。 
注記 このセットアップは，G5，G10 及び G13 の試験にも適用可能である。直定規の使用は任意である。 

  



18 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G10 
移動形クロスレールの W 軸運動の真直度試験 
a) 垂直 ZX 面内で，EXW 
b) 垂直 YZ 面内で，EYW 

この試験は，一定間隔で位置決めするときにだけ移動可能なクロスレールには適用しない。 
測定方法図 
 
 
 
 
 

 

許容値       
 測定長さ ≦2 000 ≦3 000 ≦4 000 ≦5 000  
 a)及び b)について 0.02 0.03 0.04 0.05  

a)及び b)の部分許容値は，測定長さ 1 000 の場合，0.015 である。 
測定長さが 5 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定に基づく。 

測定値    
  測定長さ： 
 a) b)  
測定器 
直角定規，直定規，調整ブロック及びダイヤルゲージ，光学測定器，又は測微顕微鏡及び鋼線 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 8.2.2.1 参照） 
ガントリ及びフライスヘッドは，移動範囲の中央に置く。 
鋼線を使用する場合は，テーブルとガントリから独立した他の固定部分との間に鋼線を張る。 
a)について，直定規は，X 軸に平行に定置し，その上に直角定規を定置する。ダイヤルゲージは，フライスヘッ

ドに固定する。 
ダイヤルゲージの測定子は，X 軸方向の測定が行えるように直角定規に当てる。W 軸を移動させてダイヤルゲー

ジの読みを記録する。測定は，移動に沿って少なくとも六つの位置で，500 以下の間隔で等間隔に行う。 
b)について，直定規は，Y 軸に平行に定置し，その上に直角定規を定置する。 
ダイヤルゲージの測定子は，Y 軸方向の測定が行えるように直角定規に当てる。W 軸を移動させてダイヤルゲー

ジの読みを記録する。 
測定は，移動に沿って少なくとも六つの位置で，500 以下の間隔で等間隔に行う。 
注記 測定方法図の試験のセットアップは，G5，G9 及び G13 の試験にも適用可能である。直定規の使用は任意

である。 

  



19 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G11 
移動形クロスレールの W 軸運動の角度誤差試験 
a) 垂直 YZ 面内で，EAW 

b) 垂直 ZX 面内で，EBW 
測定方法図 

 
  

a) b) 
記号説明 
1：測定用精密水準器（EAW） 
2：参照用精密水準器（EAW） 
3：測定用精密水準器（EBW） 
4：参照用精密水準器（EBW） 

許容値       
 測定長さ ≦2 000 ≦3 000 ≦4 000 ≦5 000  
 a)及び b)について 0.03/1 000 0.04/1 000 0.05/1 000 0.06/1 000  

a)及び b)の部分許容値は，測定長さ 1 000 の場合，0.015/1 000 である。 
測定長さが 5 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定に基づく 

測定値    
  測定長さ： 
 a) b)  
測定器 

精密水準器又は光学測定器 
測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 8.4.2.1，8.4.2.2 及び 8.4.2.3 参照） 

a)及び b)について，精密水準器をクロスレールの移動範囲の中央に定置するか，又は立てフライスヘッドが一つ

だけの機械の場合は，精密水準器をフライスヘッドに定置する。 
立てフライスヘッドが二つある機械の場合は，二つのフライスヘッドは，テーブル中央に対して対称な位置に置

く。 
立てフライスヘッドが一つだけの機械の場合は，テーブルの中央位置に置く。 
可能な場合，クロスレールは，各測定位置で固定する。 
測定は，移動に沿って少なくとも六つの位置で，500 以下の間隔で等間隔に行う。クロスレールが一定間隔で位

置決めするときにだけ移動可能な場合には，測定位置はそれに従って選択する。 
a)及び b)について，報告する角度誤差は，最大値と最小値との読みの差である。 

  



20 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G12 
水平 XY 平面における移動形クロスレールの W 軸運動の角度誤差試験，ECW 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
記号説明 
1：直角定規 
2：専用アーム 
d：X 軸方向の移動距離 

許容値       
 測定長さ ≦2 000 ≦3 000 ≦4 000 ≦5 000  
 角度誤差の許容値 0.03/1 000 0.04/1 000 0.05/1 000 0.06/1 000  
部分許容値は，測定長さ 1 000 の場合，0.015/1 000 である。 
測定長さが 5 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定に基づく。 

測定値 
測定長さ： 

測定器 
直角定規及び長さが異なる二つの専用アームに取り付けたダイヤルゲージ，鋼線及び測微顕微鏡，又は掃引レー

ザ 
測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 8.4.2.4 参照） 

Y 軸方向の測定を行うために直角定規を定置する。 
長い方の専用アームにダイヤルゲージを取り付け，W 軸の異なる位置で読みを記録する。 
測定は，W 軸の移動に沿って少なくとも六つの位置で，500 以下の間隔で等間隔に行う。クロスレールが一定間

隔で位置決めするときにだけ移動可能な場合には，測定位置はそれに従って選択する。 
次に，ダイヤルゲージは，長さの短い専用アームに取り付ける。 
ガントリを移動させてダイヤルゲージをその前の測定と同じ位置で直角定規に当て，同じ W 軸位置で測定を繰

り返す。 
報告する W 軸のロール（ECW）は，二つの異なる X 軸位置におけるダイヤルゲージの読みの差である。測定した

各 W 軸位置での測定値を，X 軸に沿って移動した距離 d で除す。 
X 軸のロール（EAX）を測定し，それが測定結果に及ぼす影響を考慮しなければならない。 
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B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G13 
移動形クロスレールの垂直運動（W 軸）の Z 軸運動に対する平行度試験 
a) 垂直 ZX 面内で，EB(0Z)W 

b) 垂直 YZ 面内で，EA(0Z)W 
測定方法図 
 

 
 

  

a) b) 

許容値 
a)及び b)について  0.03/1 000 

測定値    
 a) b)  
測定器 

直角定規，調整ブロック上の直定規及びダイヤルゲージ 
測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 10.1.2.2 参照） 
この試験は，G5，G9 及び G10 と同じ試験のセットアップを使用する。 
a)について，G5 a)に記載した真直度測定 EXZ を実行し，計算された傾きを記録し，次に，直角定規のアライメン

トを変更せずに，G10 a)に記載した真直度測定 EXW を実行し，計算された傾きを記録する。 
報告する平行度誤差 EB(0Z)W は，G5 a)及び G10 a)で得られた傾きの差である。 
b)について，G5 b)に記載した真直度測定 EYZ を実行し，計算された傾きを記録し，次に，直角定規のアライメン

トを変更せずに，G10 b)に記載した真直度測定 EYW を実行し，計算された傾きを記録する。 
報告する平行度誤差 EA(0Z)W は，G5 b)及び G10 b)で得られる傾きの差である。 

  



22 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

8 テーブルの幾何精度試験 
単位 mm 

目的 G14 
ガントリの運動（X 軸）に対するテーブル上面の平行度試験 

測定方法図 
 

  

a) b) 
記号説明 
1：ブロックゲージ 

許容値       
 テーブルの長辺の長さ ≦5 000 ≦10 000 ≦15 000 ≦20 000  
 平行度の許容値 0.1 0.2 0.3 0.4  
テーブルの長さが 20 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定による。 
これらの許容値は，テーブルの仕上げ加工を組立後に現場で行わないことを前提として規定している。テーブル

を現場で仕上げる場合は，許容値は受渡当事者間の協定による 
測定値 

測定長さ： テーブルの長さ： 
  

 

測定器 
ダイヤルゲージ及びブロックゲージ 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 12.3.2.5.2 参照） 
ダイヤルゲージは，主軸又はフライスヘッドに取り付ける。ダイヤルゲージの測定子は，テーブル上面に直接当

てるか，又はテーブル上面にあるブロックゲージに当てる。 
フライスヘッドは，移動範囲の中央に置く。 
ガントリを X 軸方向に移動させてダイヤルゲージの読みを記録する。 
測定は，テーブルの長辺の 1/10 以下の間隔で等間隔に，複数の位置で実施する［測定方法図の a)参照］。 
フライスヘッドの他の二つの Y 軸位置で試験を繰り返し，その前の位置と対称になるようにし，同じ方法で読み

の最大差を記録する［測定方法図の b)参照］。 
報告する平行度誤差は，各 Y 軸位置で記録した最大差のうちの最大値である。 

  



23 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G15 
フライスヘッドの運動（Y 軸）に対するテーブ上面の平行度試験  

測定方法図 
 

  

a) b) 
記号説明 
1：ブロックゲージ 

許容値       
 テーブルの短辺の長さ ≦3 000 ≦4 000 ≦5 000 ≦6 000  
 平行度の許容値 0.03 0.05 0.07 0.09  
テーブルの短辺の長さが 6 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定による。 
これらの許容値は，テーブルの仕上げ加工を組立後に現場で行わないことを前提として規定している。テーブル

を現場で仕上げる場合は，許容値は受渡当事者間の協定による。 
測定値 
 
 

測定長さ： テーブルの長さ： 

測定器 
ダイヤルゲージ及びブロックゲージ 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 12.3.2.5.2 参照） 
ダイヤルゲージは，主軸又はフライスヘッドに取り付ける。ダイヤルゲージの測定子は，テーブル上面に直接当

てるか，又はテーブル上面にあるブロックゲージに当てる。 
ガントリは，移動範囲の中央に置く。 
フライスヘッドを Y 軸方向に移動させてダイヤルゲージの読みを記録する。 
測定は，テーブルの短辺の 1/5 以下の間隔で等間隔に配置された複数の位置で実施しなければならない［測定方

法図の a）参照］。 
ガントリの両端の位置で試験を繰り返し，同じ方法で読みの最大差を記録する［測定方法図の b)参照］。 
報告する平行度誤差は，ガントリの各位置で記録された最大差のうちの最大値である。 
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B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G16 
ガントリの運動（X 軸）に対する基準溝又は基準 T 溝（存在する場合）の平行度試験 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
記号説明 
1：専用直角定盤 

許容値       
 測定長さ ≦5 000 ≦10 000 ≦15 000 ≦20 000  
 平行度の許容値 0.15 0.2 0.25 0.3  
テーブルの長さが 20 000 を超える場合，許容値は受渡当事者間の協定に基づく 

測定値 
 
 

測定長さ： テーブル長さ： 

測定器 
ダイヤルゲージ及び専用直角定盤 
測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 12.3.2.5.2 参照） 
ダイヤルゲージは，主軸又はフライスヘッドに取り付ける。 
ダイヤルゲージの測定子は，基準 T 溝の測定面に当てるか又は専用直角定盤を使用する。 
ガントリを移動させてダイヤルゲージの読みを記録する。 
測定は，テーブルの長辺の 1/10 以下の間隔で等間隔に，複数の位置で実施する。 
測定子と基準面とが当たらないように，X 軸を一つの測定位置から次の測定位置まで移動させる。各測定位置で

Z 軸を下方に移動させてダイヤルゲージを基準面に当てるか，又は測定子とテーブル面との間に専用直角定盤をは

める。 
報告する平行度誤差は，読みの最大値と最小値との差である。 
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著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

9 回転テーブルの幾何精度試験 
単位 mm 

目的 G17 
回転テーブルの振れの試験 

a) 回転テーブル上面の面振れ 
b) 回転テーブルの中心穴の振れ（心合わせ目的で使用する場合） 

測定方法図 
 

  

a) b) 

許容値       
  回転テーブルの外径 D ≦ 3 000 3 000 < D ≦ 5 000 5 000 < D   
  a)について 0.03 0.05 0.08  

b)について 0.015 0.02 0.025 
ここで，D は，回転テーブルの外径 

測定値    
 a) b)  
測定器 
ダイヤルゲージ 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 12.5.2 及び 12.5.3 参照） 
可能な場合，移動形クロスレール及び立てフライスヘッドサドルは，所定の位置に固定する。 
a)について，ダイヤルゲージは，立てフライスヘッド又は主軸（固定が可能な場合）に取り付け，ダイヤルゲー

ジの測定子は回転テーブルの上面の外周近くに当てる。 
テーブル上面をその場で加工した場合，測定子は，加工に使用した工具の位置から約 180°の位置でその上面に

当てなければならない。 
b)について，回転テーブルの中心穴をその場で加工した場合，ダイヤルゲージの測定子は工具の位置から約 180°

の位置でその内面に当てなければならない。 
附属書 A の AR2 も参照。 
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B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G18 
回転テーブルの回転軸に対する Z 軸運動の平行度試験 

a) ZX 面内で，EB(0C’)Z 

b) YZ 面内で，EA(0C’)Z 

測定方法図 
   

a) b) 代替 
 

許容値 
a) 及び b)について     0.04/1 000 
測定値    
 a) b)  
測定器 
フランジベース付き円筒スコヤ及びダイヤルゲージ，光学測定器，又は代替方法では，基準球及びダイヤルゲー

ジ 
測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 3.6.4，10.1.4，10.1.4.3 又は代替として 10.1.4.4 参照） 
主軸の固定が可能な場合，ダイヤルゲージは，主軸に取り付けてもよい。主軸の固定が不可能な場合，ダイヤル

ゲージは，フライスヘッドに取り付ける。 
a)について，可能な場合，X 軸を固定する。 
b)について，可能な場合，Y 軸を固定する。 
フランジベース付き円筒スコヤは，テーブル上に置き，回転軸のほぼ中心に定置する。ダイヤルゲージを固定し，

a)については X 軸方向に，及び b)については Y 軸方向に測定子を向ける。 
手順 1) 円筒スコヤに測定子を当て，円筒の底面に近づける。a)については Y 軸に平行に，b)については X 軸に

平行に測定子を少しずつ動かして読みの最大値を求める。ダイヤルゲージをゼロにする。 
手順 2) Z 軸に平行にフライスヘッドをテーブルから離し，円筒の上端にもう一度当てる。Z 軸の移動距離に注

意する。a)については Y 軸に平行に，b)については X 軸に平行に測定子を少しずつ動かして読みの最大値を求め，

新たに読みを記録する。 
テーブルを 180°回転させ，手順 1)及び手順 2)を繰り返す。 
a)及び b)の両方の測定で報告する平行度誤差は，円筒の上部付近の二つの読みの平均値（相加平均）を Z 軸に平

行に移動した長さで除した値である。 
代替方法：基準球は，機械のフライスヘッドに取り付け，ダイヤルゲージは，テーブルに取り付ける。基準球は，

C'軸を回転させながら X 軸及び Y 軸を移動させることによって，C'軸の平均線に対して中心位置に配置する。次

に，Z 軸を別の位置に移動する。ダイヤルゲージは，この新しい位置で基準球に対して読み取るように再度位置決

めをする。中心位置の誤差は，球の反対側の点におけるダイヤルゲージの読みの差の半分として記録する。この代

替方法は，球の水平方向の全周（例えば，球の赤道）に触れることが可能な場合に使用することが可能である。 
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著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

10 立てフライスヘッドの幾何精度試験 
単位 mm 

目的 G19 
主軸テーパ穴の振れの試験 
a) 主軸端近傍で 
b) 位置 a)から 250 mm 離れた位置で 
この試験は，機械の全ての主軸について行う。 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
記号説明 
a)及び b)：測定位置 

許容値      
 主軸端面の外径 D ≦ 125 125 < D ≦ 200 200<D    
 a)について 0.01 0.015 0.02  
 b)について 0.02 0.025 0.03  
ここで，D は，主軸端面の外径（G20 の測定方法図を参照） 

測定値    
 a) b)  
測定器 
ダイヤルゲージ及びテストバー 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 12.5.2 参照） 
ダイヤルゲージは，機械の固定部分に取り付け，テストバーは主軸にはめる。 
a)について，ダイヤルゲージの測定子を主軸端に可能な限り近づけ，主軸を回転させて読みを記録する。 
b)について，a)の位置から 250 mm 離れた位置で，同様の測定を行う。 
附属書 A の AR1 も参照。 

  

Z 

X 

a) 

b) 

25
0 
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著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G20 
主軸の振れ試験 
a) 外面の振れ（ダイヤルゲージを当てることが可能な場合） 
b) 端面の振れ 
c) 軸方向誤差運動，EZ(C) 
この試験は，工具を保持する立てフライス主軸及び横フライス主軸全てについて行う。 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記号説明 
N 及び M：測定位置 
F：力 
D：主軸端の外径 

許容値      
 主軸端の外径 D≦125 125 < D ≦ 200 200＜D  
 a)及び c)について 0.01 0.015 0.02  
 b)について 0.02 0.025 0.03  
ここで，D は，主軸端の外径 

測定値    
 a) b) c) 
測定器 

a)及び b)について，ダイヤルゲージ 
c)について，平面測定子付きダイヤルゲージ及び基準球 

測定手順（a)及び b)については，JIS B 6190-1:2016 の 12.5 参照，c)については，JIS B 6190-7:2019 の 5.1.1 参照） 
ダイヤルゲージ及びダイヤルゲージ支持台は，テーブルに取り付ける。 
a)について，ダイヤルゲージの測定子は，主軸の外面に当て，主軸を回転させて読みを記録する。 
b)について，ダイヤルゲージの測定子は，位置 M の端面の外側の端に可能な限り近づけて定置し，主軸を回転さ

せて読みを記録する。ダイヤルゲージを移動した後，位置 N で同じ操作を繰り返し，平均値を求める。 
c)について，主軸中心に鋼球をはめ，ダイヤルゲージの測定子をこの鋼球に当てるように位置決めし，主軸を回

して読みを記録する。 
加える力の大きさ及び方向は，製造業者が指定する。軸方向に予圧がかかっている軸受を使用している場合には，

力 F をかける必要はない。 
附属書 A の AR1 も参照。 
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著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G21 
垂直工具保持主軸の回転軸（C）と次の軸の運動との直角度試験 
a) X 軸運動，EB(0X)(C) 
b) Y 軸運動，EA(0Y)(C) 
この試験は，クロスレール上に複数の立てフライスヘッドがある場合にも適用可能である。 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

許容値 
a)及び b)について 0.04/1 000（0.02/500 a)） 
注 a) 500 は，2 点間の距離を示す。 

測定値    
 a) b)  
測定器 
専用アームに取り付けたダイヤルゲージ及び直定規又は精密定盤 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 10.3.3 参照） 
移動形クロスレールは，移動範囲の中央に置き，固定する。立てフライスヘッドは，移動範囲の中央に置き，可

能な場合は固定する。クイル又はラムは，移動範囲の上限から 1/3 だけくり出す。 
a)について，直定規は，垂直面内でガントリの X 軸運動と平行にテーブルの中央に定置する。そうしない場合は，

測定時に平行度の狂いを考慮しなければならない。専用アームに取り付けたダイヤルゲージは，主軸に取り付け，

ダイヤルゲージの測定子を直定規に当てて，読みを記録する。次に，主軸を 180°回して，新たに読みを記録する。

報告する直角度誤差 EB(0X)(C)は，二つの測定点間の距離に対する二つの読みの差である。 
b)について，直定規は，垂直面内でガントリの Y 軸運動と平行にテーブルの中央に定置する。そうしない場合は，

測定時に平行度の狂いを考慮しなければならない。専用アームに取付けたダイヤルゲージは，主軸に取り付け，ダ

イヤルゲージの測定子を直定規に当てて，読みを記録する。次に，主軸を 180°回して，新たに読みを記録する。

報告する直角度誤差 EA(0Y)(C)は，二つの測定点間の距離に対する二つの読みの差である。 
この試験は，直定規を使用することなく行うことが可能である。 
ダイヤルゲージを専用アームに取り付け，テーブルの特定の点に置かれたブロックゲージに当てる。ダイヤルゲ

ージをゼロに設定し，その点に印を付ける。アームを 180°回転させて，a)の場合は X 軸，及び b)の場合は Y 軸を

移動させて印を付けた点に当て，ダイヤルゲージの読みを記録する。二つの読みの差を軸の移動距離で除した値が，

報告する誤差である。 
a)の場合は移動軸の誤差運動 EZX 及び EBX，並びに b)の場合は移動軸の誤差運動 EZY 及び EAY が，試験結果に影

響を与える。 
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著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

11 横フライスヘッドの幾何精度試験 
単位 mm 

目的 G22 
コラム上の横フライスヘッドの垂直運動（R 軸）と次の軸との直角度試験 
a) X 軸運動，EB(0X)R 
b) Y 軸運動，EA(0Y)R 

測定方法図 

記号説明 
a1，a2，b1 及び b2：測定位置 

  

a) b) 

許容値 
a)及び b)について 0.050/1 000 

測定値    
 a) b)  
測定器 

円筒スコヤ，若しくは直角定規，精密定盤，調整ブロック及びダイヤルゲージ，又は光学測定器 
測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 10.3.2.2 参照） 
移動形クロスレール及び立てフライスヘッドは，移動範囲の中央に置く。 
ダイヤルゲージは，横フライスヘッドに固定する。主軸の固定が可能な場合，ダイヤルゲージは，主軸に取り付

けてもよい。主軸の固定が不可能な場合，ダイヤルゲージは，横フライスヘッドの固定した部分に定置する。 
ガントリの X 軸運動及び立てフライスヘッドの Y 軸運動によって定義される基準面と平行になるように，円筒

スコヤ又は通常の直角定規を定盤上に定置する。そうしない場合は，測定時に平行度の狂いを考慮しなければなら

ない。次に，ダイヤルゲージの測定子を X 軸方向に向け，円筒スコヤの点 a1 に当ててダイヤルゲージをゼロにす

る。横フライスヘッドは，測定位置 a2 に移動させてダイヤルゲージの読みを記録する。 
円筒スコヤを 180°回転させて，同じ手順で試験を繰り返す。 
次に，Y 軸方向の測定位置 b1 及び b2 で試験を行い，直角度誤差 EA(0Y)R を求める。 
報告する直角度誤差 EB(0X)R 及び EA(0Y)R は，記録したダイヤルゲージの読みの平均値を，a)については，測定位置

a1 と a2 との間の距離で除した値，及び b)については，測定位置 b1 と b2 との間の距離で除した値である。 
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著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G23 
横フライスヘッドの主軸（B）の Y 軸運動に対する平行度試験 
a) 垂直 YZ 面内で，EA(0Y)(B) 
b) 水平 XY 面内で，EC(0Y)(B) 
この試験は，横フライス主軸をもつフライスヘッドにだけ適用可能である。この試験は，取外し可能なフライス

ヘッドには適用しない。 
測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

許容値 
a)及び b)について 0.06/1 000（0.015/250） 

測定値    
 a) b)  
測定器 
テストバー及びダイヤルゲージ，又は光学測定器 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 10.1.4 参照） 
ダイヤルゲージは，立てフライスヘッドに取り付ける。ダイヤルゲージの測定子が，横フライス主軸にはめたテ

ストバーに，a)については垂直方向，及び b)については水平方向に，可能な限り主軸端に近い位置で当たるように

調整する。 
横フライスヘッドは，低い位置で固定する。移動形クロスレールは，可能な場合，移動範囲の中央で固定する。 
立てフライスヘッド（Y 軸）を測定長さに合わせて移動させて読みを記録する。 
ダイヤルゲージの読みの最大差を記録し，次に横フライス主軸（B）を 180°回転させて，再びダイヤルゲージの

読みの最大差を再度記録する。報告する測定結果は，横フライス主軸（B）の 0°及び 180°でそれぞれ記録した読

みの最大値の平均である。 
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著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 G24 
ガントリの運動（X 軸）に対する横フライス主軸（B）の回転軸の直角度試験，EC(0X)(B) 
この試験は，横フライス主軸をもつフライスヘッドだけに適用可能である。この試験は，取外し可能なフライス

ヘッドには適用しない。 
測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
許容値 

0.06/1 000（0.03/500 a)） 
注 a) 500 は，2 点間の距離を示す。 

測定値 

測定器 
直定規及び専用アームに取付けたダイヤルゲージ 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 10.3.3 参照） 
直定規は，水平面内のコラムの X 軸運動と平行になるように，テーブルの中央に定置する。そうしない場合は，

測定時に平行度の狂いを考慮しなければならない。 
コラムは，可能な場合，移動範囲の中央で固定する。 
可能な場合，横フライスヘッドは低い位置で固定する。クイル又はラムは，移動範囲の 1/3 だけくり出す。 
専用アームに取り付けたダイヤルゲージは，横フライス主軸に取り付け，ダイヤルゲージの測定子を直定規に当

てて，読みを記録する。次に，主軸を 180°回して，新たに読みを記録する。 
報告する直角度誤差 EC(0X)(B)は，二つの測定点間の距離に対する二つの読みの差との比である。 
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著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

12 直進軸の位置決め精度試験 
単位 mm 

目的 P1 
ガントリの X 軸運動の位置決め精度試験，EXX 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
記号説明 
1：レーザヘッド 
2：干渉計 
3：反射鏡 

許容値 
 

2 000 以下の軸について 
測定長さ 測定値  

 ≦500 ≦1 000 ≦2 000  
 X 軸の両方向位置決めの正確さ a) EXX,A 0.02 0.025 0.032   
 X 軸の一方向位置決めの繰返し性 a) EXX,R↑，EXX,R↓ 0.008 0.01 0.013   
 X 軸の両方向位置決めの繰返し性 EXX,R 0.011 0.014 0.017   
 X 軸の平均反転値 𝐸𝐸𝑋𝑋𝑋𝑋,B̄ 0.01 0.013 0.016   
 X 軸の両方向位置決めの系統誤差 a) EXX,E 0.016 0.02 0.025   
 X 軸の平均両方向位置決め誤差 a) EXX,M 0.01 0.013 0.016   
 2 000 を超える軸について  

 X 軸の両方向位置決めの系統誤差 a) EXX,E 0.025 に 1 000 増すごとに 0.005 を加

える。 
  

 X 軸の平均両方向位置決め誤差 a) EXX,M 0.016 に 1 000 増すごとに 0.003 を加

える。 
  

注 a) 機械の受入試験の基本評価項目 

測定器 
レーザ測長器又はリニアスケール 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 3.4.3 並びに JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，5.3.2 及び 5.3.3 参照） 
工具位置と工作物位置との間の相対測定を行う。リニアスケールを使用する場合は，X 軸と平行になるようにテ

ーブル上に定置し，スケール読取装置は，工具位置に取り付ける。レーザ測長器を使用する場合は，反射鏡は立て

フライスヘッド上に取り付け，干渉計はテーブル上に定置する。 
2 000 を超える軸については，一つ以上の 2 000 の標準区間でそれぞれ 5 往復させて測定する。許容値は，軸の長

さが 2 000 以下の値を適用する。 
4 000 までの軸については，2 000 の標準区間一つについて，1 回の測定を推奨する。4 000 を超えて 8 000 までの

軸については，二つの 2 000 の標準区間で測定することを推奨する。それ以上の長さの軸についても同様に，標準

区間を増すことを推奨する。 
試験の標準区間は，軸の全長に沿って等間隔に配置し，余分な長さは，試験の標準区間の最初，中間及び最後で

均等に分割する。 
その他，2 000 の標準区間の数，その標準区間の長さ，及び加工領域内の標準区間の位置については，受渡当事者

間で協定することが可能である。さらに，試験は，1 回，軸の全長にわたって 1 往復させて行わなければならない。 
試験条件，試験プログラム及び結果の表示については，JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，箇条 4，箇条 7 及び 8.2.4 に

よる。測定開始点は，記録する。 



34 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 P2 
立てフライスヘッドサドルの Y 軸運動の位置決め精度試験，EYY 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
記号説明 
1：レーザヘッド 
2：干渉計 
3：反射鏡 

許容値    
 

2 000 以下の軸について 
測定長さ 測定値  

 ≦500 ≦1 000 ≦2 000  
 Y 軸の両方向位置決めの正確さ a) EYY,A 0.02 0.025 0.032   
 Y 軸の一方向位置決めの繰返し性 a) EYY,R↑，EYY,R↓ 0.008 0.01 0.013   
 Y 軸の両方向位置決めの繰返し性 EYY,R 0.011 0.014 0.017   
 Y 軸の平均反転値 𝐸𝐸YY,B̄ 0.01 0.013 0.016   
 Y 軸の両方向位置決めの系統誤差 a) EYY,E 0.016 0.02 0.025   
 Y 軸の平均両方向位置決め誤差 a) EYY,M 0.01 0.013 0.016    

2 000 を超える軸について   
Y 軸の両方向位置決めの系統誤差 a) EYY,E 0.025 に 1 000 増すごとに 0.005 を

加える。 
  

 
Y 軸の平均両方向位置決め誤差 a) EYY,M 0.016 に 1 000 増すごとに 0.003 を

加える。 
  

注 a) 機械の受入試験の基本評価項目 
測定器 
レーザ測長器又はリニアスケール 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 3.4.3 並びに JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，5.3.2 及び 5.3.3 参照） 
工具位置と工作物位置との間の相対測定を行う。リニアスケールを使用する場合は，スケール読取装置が工具位

置にくるようにして，テーブル上に Y 軸と平行に定置する。レーザ測長器を使用する場合は，反射鏡は，立てフラ

イスヘッド上に取り付け，干渉計はテーブル上に定置する。 
2 000 を超える軸については，一つ以上の 2 000 の標準区間で，それぞれ 5 往復させて測定する。軸の長さが 2 000

以下の許容値を適用する。 
4 000 までの軸については，2 000 の標準区間一つについて，1 回の測定を推奨する。4 000 を超えて 8 000 までの

軸については，二つの 2 000 の標準区間で測定することを推奨する。それ以上の長さの軸についても同様に，標準

区間を増やすことを推奨する。 
試験の標準区間は，軸の全長に沿って等間隔に配置し，余分な長さは，試験の標準区間の最初，中間，最後で均

等に分割する。 
その他，2 000 の標準区間の数，その標準区間の長さ，及び加工領域内の標準区間の位置については，受渡当事者

間で協定することが可能である。さらに，試験は，1 回，軸の全長にわたって 1 往復させて行わなければならない。 
試験条件，試験プログラム及び結果の表示については，JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，箇条 4，箇条 7 及び 8.2.4 に

よる。測定開始点は，記録する。 

  



35 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 P3 

立てフライスヘッドのラム又はクイルの Z 軸運動の位置決め精度試験，EZZ 
測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記号説明 
1：レーザヘッド 
2：干渉計 
3：反射鏡 

許容値 
  

 
2 000 以下の軸について 

測定長さ 測定値  
 ≦500 ≦1 000 ≦2 000  
 Z 軸の両方向位置決めの正確さ a) EZZ,A 0.02 0.025 0.032   
 Z 軸の一方向位置決めの繰返し性 a) EZZ,R↑，EZZ,R↓ 0.008 0.01 0.013   
 Z 軸の両方向位置決めの繰返し性 EZZ,R 0.011 0.014 0.017   
 Z 軸の平均反転値 𝐸𝐸ZZ,B̄ 0.01 0.013 0.016   
 Z 軸の両方向位置決めの系統誤差 a) EZZ,E 0.016 0.02 0.025   
 Z 軸の平均両方向位置決め誤差 a) EZZ,M 0.01 0.013 0.016   
 2 000 を超える軸について  
 Z 軸の両方向位置決めの系統誤差 a) EZZ,E 0.025 に 1 000 増すごとに 0.005 を加え

る。 
  

 Z 軸の平均両方向位置決め誤差 a) EZZ,M 0.016 に 1 000 増すごとに 0.003 を加え

る。 
  

注 a) 機械の受入試験の基本評価項目 

測定器 
レーザ測長器又はリニアスケール 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 3.4.3 並びに JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，5.3.2 及び 5.3.3 参照） 
工具位置と工作物位置との間の相対測定を行う。リニアスケールを使用する場合は，スケール読取装置が工具位

置にくるようにして，テーブル上に Z 軸と平行に定置する。レーザ測長器を使用する場合は，反射鏡は，立てフラ

イスヘッド上に取り付け，干渉計はテーブル上に定置する。 
2 000 を超える軸については，一つ以上の 2 000 の標準区間で，それぞれ 5 回往復させて測定する。軸の長さが 2 

000 以下の許容値を適用する。 
4 000 までの軸については，2 000 の標準区間一つについて，1 回の測定を推奨する。4 000 を超えて 8 000 までの

軸については，二つの 2 000 の標準区間で測定することを推奨する。それ以上の長さの軸についても同様に，標準

区間を増やすことを推奨する。 
試験の標準区間は，軸の全長に沿って等間隔に配置し，余分な長さは，試験の標準区間の最初，中間，最後で均

等に分割する。 
その他，2 000 の標準区間の数，標準区間の長さ，及び加工領域内の標準区間の位置については，受渡当事者間で

協定することが可能である。さらに，試験は，1 回，軸の全長にわたって 1 往復させて行わなければならない。 
試験条件，試験プログラム及び結果の表示については，JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，箇条 4，箇条 7 及び 8.2.4 に

よる。測定開始点は，記録する。 

  



36 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 P4 
横フライスヘッドの垂直 R 軸運動の位置決め精度試験，EZR 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記号説明 
1：レーザヘッド 
2：干渉計 
3：反射鏡 

許容値 
  

 
 

2 000 以下の軸について 
測定長さ 測定値   

≦500 ≦1 000 ≦2 000  
 R 軸の両方向位置決めの正確さ a) EZR,A 0.02 0.025 0.032   
 R 軸の一方向位置決めの繰返し性 a) EZR,R↑，EZR,R↓ 0.008 0.01 0.013   
 R 軸の両方向位置決めの繰返し性 EZR,R 0.011 0.014 0.017   
 R 軸の平均反転値 𝐸𝐸ZR,B̄ 0.01 0.013 0.016   
 R 軸の両方向位置決めの系統誤差 a) EZR,E 0.016 0.02 0.025   
 R 軸の平均両方向位置決め誤差 a) EZR,M 0.01 0.013 0.016    

2 000 を超える軸について  
 R 軸の両方向位置決めの系統誤差 a) EZR,E 0.025 に 1 000 増すごとに 0.005 を加え

る。 
  

 R 軸の平均両方向位置決め誤差 a) EZR,M 0.016 に 1 000 増すごとに 0.003 を加え

る。 
  

注 a) 機械の受入試験の基本評価項目 

測定器 
レーザ測長器又はリニアスケール 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 3.4.3 並びに JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，5.3.2 及び 5.3.3 参照） 
工具位置と工作物位置との間の相対測定を行う。リニアスケールを使用する場合は，スケール読取装置が工具位

置にくるようにして，テーブル上に R 軸と平行に定置する。レーザ測長器を使用する場合は，反射鏡は，横フライ

スヘッド上に取り付け，干渉計はテーブル上に定置する。 
2 000 を超える軸については，一つ以上の 2 000 の標準区間で，それぞれ 5 回往復させて測定する。軸の長さが 2 

000 以下の許容値を適用する。 
4 000 までの軸については，2 000 の標準区間一つについて，1 回の測定を推奨する。4 000 を超えて 8 000 までの

軸については，二つの 2 000 の標準区間で測定することを推奨する。それ以上の長さの軸についても同様に，標準

区間を増すことを推奨する。 
試験の標準区間は，軸の全長に沿って等間隔に配置し，余分な長さは，試験の標準区間の最初，中間，最後で均

等に分割する。 
その他，2 000 の標準区間の数，標準区間の長さ，及び加工領域内の標準区間の位置については，受渡当事者間で

協定することが可能である。さらに，試験は，1 回，軸の全長にわたって 1 往復させて行わなければならない。 
試験条件，試験プログラム及び結果の表示については，JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，箇条 4，箇条 7 及び 8.2.4 に

よる。測定開始点は，記録する。 

  



37 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 P5 
横フライスヘッド又はクイルの水平 V 軸運動の位置決め精度試験，EYV 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記号説明 
1：レーザヘッド 
2：干渉計 
3：反射鏡 

許容値 
  

 
1 000 以下の軸について 

測定長さ 測定値  
 ≦500 ≦1 000  
 V 軸の両方向位置決めの正確さ a) EYV,A 0.02 0.025   
 V 軸の一方向位置決めの繰返し性 a) EYV,R↑，EYV,R↓ 0.008 0.01   
 V 軸の両方向位置決めの繰返し性 EYV,R 0.011 0.014   
 V 軸の平均反転値 𝐸𝐸YV,B̄ 0.01 0.013   
 V 軸の両方向位置決めの系統誤差 a) EYV,E 0.016 0.02   
 V 軸の平均両方向位置決め誤差 a) EYV,M 0.01 0.013   
注 a) 機械の受入試験の基本評価項目 

測定器 
レーザ測長器又はリニアスケール 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 3.4.3 並びに JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，5.3.2 及び 5.3.3 参照） 
工具位置と工作物位置との間の相対測定を行う。リニアスケールを使用する場合は，スケール読取装置が工具位

置にくるようにして，テーブル上に V 軸と平行に定置する。レーザ測長器を使用する場合は，反射鏡は，横フライ

スヘッド上に取り付け，干渉計はテーブル上に定置する。 
試験条件，試験プログラム及び結果の表示については，JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，箇条 4，箇条 7 及び 8.2.4 に

よる。 



38 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

単位 mm 

目的 P6 
クロスレールの W 軸運動の位置決め精度試験，EZW 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記号説明 
1：レーザヘッド 
2：干渉計 
3：反射鏡 

許容値 
  

 
2 000 以下の軸について 

測定長さ 
測定値 

 
 ≦500 ≦1 000 ≦2 000  
 W 軸の両方向位置決めの正確さ a) EZW,A 0.02 0.025 0.032   
 W 軸の一方向位置決めの繰返し性 a) EZW,R↑，EZW,R↓ 0.008 0.01 0.013   
 W 軸の両方向位置決めの繰返し性 EZW,R 0.011 0.014 0.017   
 W 軸の平均反転値 𝐸𝐸ZW,B̄ 0.01 0.013 0.016   
 W 軸の両方向位置決めの系統誤差 a) EZW,E 0.016 0.02 0.025   
 W 軸の平均両方向位置決め誤差 a) EZW,M 0.01 0.013 0.016   
 2 000 を超える軸について  
 W 軸の両方向位置決めの系統誤差 a) EZW,E 0.025 に 1 000 増すごとに 0.005 を加

える。 
  

 W 軸の平均両方向位置決め誤差 a) EZW,M 0.016 に 1 000 増すごとに 0.003 を加

える。 
  

注 a) 機械の受入試験の基本評価項目 

測定器 
レーザ測長器又はリニアスケール 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 3.4.3 並びに JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，5.3.2 及び 5.3.3 参照） 
工具位置と工作物位置との間の相対測定を行う。リニアスケールを使用する場合は，スケール読取装置が工具位

置にくるようにして，テーブル上に W 軸と平行に定置する。レーザ測長器を使用する場合は，反射鏡は，立てフラ

イスヘッド上に取り付け，干渉計はテーブル上に定置する。 
2 000 を超える軸については，一つ以上の 2 000 の標準区間で，それぞれ 5 回往復させて測定する。軸の長さが 2 

000 以下の場合の許容値を適用する。 
4 000 までの軸については，2 000 の標準区間一つについて，1 回の測定を推奨する。4 000 を超えて 8 000 までの

軸については，二つの 2 000 の標準区間で測定することを推奨する。それ以上の長さの軸についても同様に，標準

区間を増やすことを推奨する。 
試験の標準区間は，軸の全長に沿って等間隔に配置し，余分な長さは，試験の標準区間の最初，中間，最後で均

等に分割する。 
その他，2 000 の標準区間の数，標準区間の長さ，及び加工領域内の標準区間の位置については，受渡当事者間で

協定することが可能である。さらに，試験は，1 回，軸の全長にわたって 1 往復させて行わなければならない。 
試験条件，試験プログラム及び結果の表示については，JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，箇条 4，箇条 7 及び 8.2.4 に

よる。測定開始点は，記録する。 

  



39 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

13 回転テーブルの位置決め精度試験 
単位 mm 

目的 P7 
回転テーブル（回転 C'軸）の位置決め精度試験，ECC' 

測定方法図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記号説明 
1：オートコリメータ 
2：多面鏡 

許容値 
 

（30°又は 45°間隔位置決め） 
360°において 測定値   

秒（″） μrad  
 C'軸の両方向位置決めの正確さ a) ECC',A 11 55   
 C'軸の一方向位置決めの繰返し性 a) ECC',R↑，ECC',R↓ 6 30   
 C'軸の両方向位置決めの繰返し性 ECC',R 8 40   
 C'軸の平均反転値 𝐸𝐸CC′,B̄ 6 30   
 C'軸の両方向位置決めの系統誤差 a) ECC',E 6 30   
 C'軸の平均両方向位置決め誤差 a) ECC',M 4 20   
注 a) 機械の受入試験の基本評価項目 

測定器 
多面鏡及びオートコリメータ又はレーザ角度測定器 

測定手順（JIS B 6190-1:2016 の 3.4.3 並びに JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，5.3.4 及び 5.3.5 参照） 
オートコリメータは，機械の主軸側に固定する。多面鏡は，最初の測定回転位置でオートコリメータと一直線に

なるようにテーブルの中心近くに固定する。 
回転テーブルの運動によってラムと機械の固定部分との間に運動が生じない場合，オートコリメータは，機械の

固定部分に固定してもよい。 
目標位置は，JIS B 6190-2:2016 の表 1 に従って選択する。 
角度位置決め送り速度は，受渡当事者間の協定による。 
試験条件，試験プログラム及び結果の表示については，JIS B 6190-2:2016 の箇条 3，箇条 4，箇条 7 及び 8.2.4 に

よる。 



40 
B 6228-2：0000 (ISO 8636-2：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

附属書 A 
（参考） 

回転軸の幾何精度 
 

目的 AR1 
工具保持主軸（C）の誤差運動試験 
a) 回転感度方向の半径方向誤差運動，EXY(C) 
b) 軸方向誤差運動，EZ(C) 
c) 回転感度方向の傾斜方向誤差運動，EAB(C) 
この試験は，全ての立てフライス主軸及び横フライス主軸に適用可能である。 

測定方法図 

 
記号説明 
1～5：変位計 

許容値 
  

 
最高速度の百分率 

10 % 50 % 100 % 
a) 全半径方向誤差運動値 EXY(C) 0.005（全ての速度で） 
b) 全軸方向誤差運動値 EZ(C) 0.003（全ての速度で） 
c) 全傾斜方向誤差運動値 EAB(C) 受渡当事者間で定義する 
最低回転速度が最高回転速度の 10 %よりも大きい場合は，主軸は，最低回転速度で運転することが望ましい。 

測定値 
 

 
 

最高速度の百分率 
10 % 50 % 100 % 

a)    
b)    
c)    

測定器 
テストバー，非接触プローブ及び角度測定装置，又は主軸の平均線から僅かに偏心して配置された二つの精密球

及び非接触プローブ 
テストバーの安全な最高回転速度を考慮しなければならない。 
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測定手順（JIS B 6190-7:2019 参照） 
この試験は，回転感度方向の主軸の試験である（JIS B 6190-7:2019 の 5.3 参照）。主軸の誤差運動は，構造動力学

の影響から，クロスレール又はラムの位置によって異なる可能性がある。測定装置のセットアップ（X 位置，Y 位

置，Z 位置及び W 位置）は，受渡当事者間の協定に基づく。測定器を設置した後，受渡当事者間で別段の協定がな

い限り，主軸は最高主軸速度の 50 %の速度で 10 分間暖機運転する。 
測定は，次による。 
a)の場合，全半径方向誤差運動値，EXY(C)（プローブ 1 及びプローブ 2 を使用）：半径方向誤差運動の測定は，JIS 

B 6190-7:2019 の 5.3.2 による。半径方向誤差運動は，できるだけ主軸端近くで測定する。半径方向誤差運動 EXY(C)に

ついては，最小二乗円（LSC）中心と合わせて全誤差運動極座標表示を提供することが望ましい。 
b)の場合，全軸方向誤差運動値，EZ(C)（プローブ 3 を使用）：軸方向誤差運動の測定は，JIS B 6190-7:2019 の 5.3.4

による。軸方向誤差運動 EZ(C)については，極座標（PC）中心と合わせて全誤差運動極座標表示を提供することが望

ましい。 
c)の場合，全傾斜方向誤差運動値，EAB(C)（プローブ 1，プローブ 2，プローブ 4 及びプローブ 5 を使用）：傾斜方

向誤差運動の測定は，JIS B 6190-7:2019 の 5.3.3 による。傾斜方向誤差運動は，二つの非接触プローブだけでも調べ

ることが可能である（JIS B 6190-7:2019 の 5.3.3.2 参照）傾斜方向誤差運動 EAB(C)については，極座標（PC）中心と

合わせて全誤差運動極座標表示を提供することが望ましい。 
これらの試験においては，次のパラメータを記載することが望ましい。 

1) 測定した径方向，軸方向又は端面方向の位置 

2) 使用した全ての基準器，目標物及び取付具の識別 

3) 測定装置のセットアップ 

4) 試験中の主軸と結合した直進軸又は回転軸の位置 

5) 感度方向の角度，例えば，軸方向，半径方向又は適切な中間の角度 

6) 測定結果の表示，例えば，誤差運動の値，極座標線図，時間軸表示，及び周波数軸表示 

7) 主軸の回転速度（静的誤差運動については速度はゼロ） 

8) 主軸の回転時間（秒）又は回転回数 

9) 適切な暖機運転又は慣らし運転の手順 

10) 測定器の周波数応答（電子フィルタのロールオフ特性を含む，Hz 又は 1 回転当たりのサイクル数。デジタル

機器の場合は，変位の分解能及びサンプリングレートで表す。） 

11) 構造ループ（誤差運動を報告する主軸ハウジングに対するプローブの位置及び方向，主軸の軸線及び基準座標

軸が配置されている指定された要素，並びにこれらの要素に接続されている要素） 

12) 測定日時 

13) 全ての測定器の種類及び校正状態 

14) 周囲温度のような測定に影響を及ぼす可能性のある他の運転条件 
受渡当事者間の協定に基づき，傾斜方向誤差運動の測定が不要な場合は，三つの変位計（プローブ 1，プローブ 2

及びプローブ 3）だけを使用し，テストバーを精密基準球に置き換えてもよい。 
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目的 AR2 
回転テーブル（C'軸）の誤差運動試験 
a) X 軸方向の半径方向誤差運動，EXC’ 
b) Y 軸方向の半径方向誤差運動，EYC’ 
c) 軸方向誤差運動，EZC’ 
d) X 軸周りの傾斜方向誤差運動，EAC’ 
e) Y 軸周りの傾斜方向誤差運動，EBC’ 

測定方法図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記号説明 
1～5：変位計 

許容値 
  

 
最大速度の百分率 

10 % 50 % 100 % 
a) 全半径方向誤差運動値 EXC’    
b) 全半径方向誤差運動値 EYC’    
c) 全軸方向誤差運動値 EZC’    
d) 全傾斜方向誤差運動値 EAC’    
e) 全傾斜方向誤差運動値 EBC’    
最小回転速度が，最大回転速度の 10 %よりも大きい場合には，回転テーブルは，最小回転速度で運転することが

望ましい。 
受渡当事者間の協定に基づき，この試験を契約上の機械の受入手順に含めることを決定する場合，受渡当事者間

の協定によって，適用される対応する許容値も定義することが望ましい。 

測定値 
 

 
 

最高速度の百分率 
10 % 50 % 100 % 

a)    
b)    
c)    
d)    
e)    

測定器 
テストバー，非接触プローブ及び角度測定装置，又は主軸の平均線から僅かに偏心して配置された二つの精密球

及び非接触プローブ 

C'

3
4 5

21

Z

Y
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測定手順（JIS B 6190-7:2019 参照） 
この試験は，固定感度方向の回転テーブルの試験である（JIS B 6190-7:2019 の 5.4 参照）。測定器を設置した後，

受渡当事者間で別段の協定がない限り，回転テーブルは，最大回転テーブル速度の 50 %の速度で 10 分間暖機運転

する。 
測定は，次による。 
a)及び b)の場合，全半径方向誤差運動値，EXC’及び EYC’（プローブ 1 及びプローブ 2 を使用）：半径方向誤差運動

の測定は，JIS B 6190-7:2019 の 5.4.3 による。半径方向誤差運動は，できるだけ主軸端近くで測定することが望まし

い。半径方向誤差運動 EXC’及び EYC’については，最小二乗円（LSC）中心と合わせて全誤差運動極座標表示を提供

することが望ましい。 
c)の場合，全軸方向誤差運動値，EZC’（プローブ 3 を使用）：軸方向誤差運動の測定は，JIS B 6190-7:2019 の 5.4.4

による。軸方向誤差運動 EZC’については，極座標（PC）中心と合わせて全誤差運動極座標表示を提供することが望

ましい。 
d)及び e)の場合，全傾斜方向誤差運動値，EAC’及び EBC’（プローブ 2 及び 5 並びにプローブ 1 及び 4 を使用）：傾

斜方向誤差運動の測定は，JIS B 6190-7:2019 の 5.4.5 による。傾斜方向誤差運動は，一つの非接触プローブだけで試

験することも可能である（JIS B 6190-7:2019 の 5.4.5.3 参照）。傾斜方向誤差運動 EAC’及び EBC’については，極座標

（PC）中心と合わせて全誤差運動極座標表示を提供することが望ましい。 
これらの試験においては，次のパラメータを記載することが望ましい。 

1) 測定した径方向，軸方向又は端面方向の位置 

2) 使用した全ての基準器，目標物及び取付具の識別 

3) 測定装置のセットアップ 

4) 試験中の主軸と結合した直進軸又は回転軸の位置 

5) 感度方向の角度，例えば，軸方向，半径方向又は適切な中間の角度 

6) 測定結果の表示，例えば，誤差運動の値，極座標表示グラフ，時間座標表示グラフ，周波数表示グラフ 

7) 回転テーブルの回転速度（静的誤差運動については速度はゼロ） 

8) 回転テーブルの回転時間（秒）又は回転回数 

9) 適切な暖機運転又は慣らし運転の手順 

10) 測定器の周波数応答（電子フィルタのロールオフ特性を含む，Hz 又は 1 回転当たりのサイクル数。デジタル

機器の場合は，変位の分解能及びサンプリングレートで表す。） 

11) 構造ループ（誤差運動を報告する主軸ハウジングに対するプローブの位置及び方向，テーブルの回転軸及び基

準座標軸が配置されている指定された要素，並びにこれらの要素に接続されている要素） 

12) 測定日時 

13) 全ての測定器の種類及び校正状態 

14) 周囲温度のような測定に影響を及ぼす可能性のある他の運転条件 
受渡当事者間の協定に基づき，傾斜方向誤差運動の測定が不要な場合は，三つの変位計（プローブ 1，2 及び 3）

だけを使用し，テストバーを精密基準球に置き換えてもよい。 
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附属書 B 
（参考） 

多言語による機械各部の名称 

 

（対応国際規格に掲載されているフランス語，ドイツ語，イタリア語，ペルシャ語の名称を不採用とした。） 
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参考文献一覧 
 

[1] JIS B 6310 産業オートメーションシステム－機械及び装置の制御－座標系及び運動の記号 

注記 対応国際規格では，ISO 841，Industrial automation systems and integration－Numerical control 
of machines－Coordinate system and motion nomenclature を記載している。 

[2] JIS B 6331-2 数値制御旋盤及びターニングセンタ―試験条件－第 2 部：垂直主軸をもつ機械の幾

何精度 

注記 対応国際規格では，ISO 13041-2，Test conditions for numerically controlled turning machines and 
turning centres－Part 2: Geometric tests for machines with a vertical workholding spindle を記載し

ている。 

[3] JIS B 6336-7 マシニングセンタ－試験条件－第 7 部：工作精度 

注記 対応国際規格では，ISO 10791-7，Test conditions for machining centres－Part 7: Accuracy of 
finished test pieces を記載している。 

[4] ISO/TR 230-11，Test code for machine tools－Part 11: Measuring instruments suitable for machine tool 
geometry tests 

[5] ISO/TR 16907，Machine tools－Numerical compensation of geometric errors 




